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１．設立年月日：１９８６年３月３０日

２．活動目的及び主な活動内容：

DPI（障害者インターナショナル）日本会議は、全国94の団体が加盟する、障害種別を超え
て障害当事者が中心に活動している団体です。どんなに重い障害のある人も施設や病院ではな
く障害のない人と共に、同じように、地域で暮らすことができるよう、活動している団体です。
障害者自身による権利擁護活動、障害者の地域における自立生活の確立、障害のある子どもが
地域の学校で障害のない子どもと共に学び育つインクルーシブ教育の制度の実現、交通機関・
建物・情報などのバリアフリー社会の実現など、広範な分野において活動しています。

【主な活動内容】
・ 政策提言活動
・ 地域活動との連携
・ 国際協力
・ 権利擁護
・ 広報
・ 次世代育成

３．加盟団体数（又は支部数等）：９４団体（令和2年7月時点）

４．法人代表： 代表 平野 みどり

特定非営利活動法人 DPI日本会議の概要
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

視点/項目 課題 対処方策・評価

視点１

国連障害者権利条約（CRPD）、障害者総合支
援法の趣旨、考え方（社会モデル、社会的障壁
の除去に資する等）が、支給決定を行う区市町
村及び認定審査会委員に周知徹底がなされてい
ないことによる人権侵害ともいえる軋轢が生じ
ている。

CRPD、総合支援法の趣旨、考え方を自治体の担当部署職員に周知
徹底する
厚労省と障害者団体、相談支援専門員等で、自治体への研修テキ
ストなどを作成し、毎年研修を行うよう法律で義務付けられない
か？

視点２
基本報酬の低さ、現場ニーズとのズレ、地域移
行推進策の不足。

複雑かつ細分化し過ぎたサービス区分を簡素化した上で、基本報
酬を上げる。
地域移行が進むよう、障害当事者、家族、事業者、支援者、自治
体が、それぞれがインセンティブが働くような仕組みやサービス
を新設。

視点３

すべての人が地域で暮らせるように、障害
者権利条約でいうインクルージョン（障害
によってわけ隔てられないこと）や地域移
行の視点にはそぐわないサービスに予算が
分配されているアンバランス状態の改善が
求められる

まず、障害福祉について先進国水準まで引
き上げることを前提にして、検討していく
べきである。

福祉サービス費用を、負担ばかりが大きく
なる社会保障費という考え方自体を問い直
すべきと考える。
介護等の福祉サービス業を成長産業にでき
ていない。

① 介護などの福祉サービス業の従事者が、家族を持ち複数の子育てで
も不安がなく十分生計が立てられるだけの報酬が得られる業種にな
るよう国策として取り組む（介護を成長産業に）

② 介護ニーズの増大は経済成長を妨げるものとしてではなく、継続し
た雇用を生み出す成長分野として位置づける

③ 介護ニーズ、外出（社会参加）ニーズを高め、そのニーズに応えら
れるようにすることで内需を拡大し、経済を活性化させる。という
発想の転換が必要

④ 施設入所支援は、地域移行策とセットで計画的に配分を見直す（移
行する）

⑤ 障害児に限定している放課後等デイサービスは、利用者のインク
ルーシブ化に移行する

⑥ 重度訪問、行動援護、同行援護のシームレス化、エイジフリー化を
実現し、重度障害者の納税者化の後押しを行う

⑦ 人材確保対策を。

視点４
介護職を守る対策が不十分、入院中の介助利用
がが断られる問題。精神障害者の入院対応、強
度行動障害者の対応。

介護従事者のPCR検査を優先的に。・入院中の介助（病院側に介
助者受け入れを）
強度行動障害のある知的障害者が発症しても、症状が経度のため
動き回ってしまうような場合の対応を要検討。
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点１】

【視点1】
より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

＜課題＞
①CRPD、総合支援法の趣旨、考え方（社会モデル、社会的障壁の除去に資する等）が、支給決
定を行う区市町村及び認定審査会委員に周知徹底がなされていない。

②そのため区市町村の支給決定ガイドラインの内容に十分反映されず、社会的障壁にもなり得
る項目を設けてある場合もあり、支給時間等に著しい地域間格差が生じている。

③介護保険との違いがきちんと把握されず、混同している自治体担当者が多い

④特に高齢者も障害者も、財政云々ではなく「支援（介護等）を必要としなくなる方が良い
（望ましい）」と本気で真面目に考えているために、サービス等利用計画がセルフプランで
あろうが相談支援専門員の作成であろうが尊重されず、少ない支給決定がなされ、現場での
ズレが生じているきらいがある。

⑤介護保険対象者の国庫負担基準が著しく低く設定されていること

⑥障害児の国庫負担基準が一律かつ著しく低いため、障害児の支給決定基準が障害者に比べ著
しく低い。特に医療ケア児の支給量の低さは親にとって過重な負担となっている。

⑦市町村によっては、移動支援の要綱で社会的障壁ともいえる制限を設けていることがある。

⑧グループホームの「日中活動支援型共同生活援助」は、事業者の利益優先を誘導し、入居す
る障害者の受けるサービスの質の低下を招いている（20人規模の例外規定が問題）

4



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点１】

【視点1】
より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

＜対処方策＞
①今一度、CRPD、総合支援法の趣旨、考え方を自治体の担当部署職員に周知徹底する
②厚労省と障害者団体、相談支援専門員等で、自治体への研修テキストなどを作成し、毎年
研修を行うよう法律で義務付けられないか？

③自治体研修の際、必ず制度に詳しい障害当事者を講師に含むこと。

④市町村の支給ガイドライン（移動支援等の地域生活支援事業含む）に社会的障壁が含まれ
ていないかを第三者がチェックし、是正できる仕組みを新設すること

⑤市町村において、非定型協議（個別ニーズへの対応）を円滑に運用し、その結果をガイド
ラインに十分反映すること（相談支援が安易に、ガイドラインの枠内での機械的な組み立
てとならないようにすること）

⑥介護保険対象者の国庫負担基準を実態を踏まえて引き上げること
⑦障害児の国庫負担基準を上げること。
⑧少なくとも一律の基準を見直し、医療ケア児のニーズに対応する基準を新設すること。

＜評価方法＞
①区市町村の研修実施の有無、内容
②市町村におけるガイドラインの状況把握

③サービス等利用計画と市町村の支給決定が異なる件数とその内訳（増減と不服申し立て件
数）

④個別ヘルパー利用型でのサービス内容と、日中活動支援型でのサービス内容の比較
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点２】

【視点2】
地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにす
るための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策

＜課題＞
①基本報酬単価がまだ低い
②サービス区分と報酬体系が細かく且つ複雑すぎる
③事業者が安い報酬単価のサービス区分の利用者を敬遠する傾向がある
④地域移行へのインセンティブが働きやすい仕組みや報酬が貧弱
⑤通勤通学、就労就学に重度訪問、行動援護、同行援護が使えない

⑥介護保険対象者になると国庫負担基準が下がることで、介護保険への切り替えを強
要されたり、併給しても総時間数の切り下げが行われるケースが後を絶たない
⑦児童の重度訪問介護サービス利用のニーズに応えられていない
⑧重度訪問介護の入院中利用可能対象が、区分６に限定されている

⑨地域生活支援事業では、移動支援の要綱（市町村のガイドライン）によっては、
「社会通念上不適切」「公序良俗に反する」などの文言が過剰に拡大解釈され過ぎ
て、社会参加を妨げる社会的障壁になり、ニーズに十分応えられていない。
⑩地域生活支援事業の予算が低く、移動支援の支給量制限になっている
⑪グループホーム入居者の訪問系サービス利用が恒久化していない
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点２】

【視点2】
地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供
体制の確保に向けた課題及び対処方策

＜対処方策＞
①基本報酬単価を上げる

とりわけ、訪問系サービスにおいて、処遇改善加算等の比率変更を行う場合は、基本報酬と処遇改善を合
わせた報酬額が、引き下がってしまうことがあってはならない

②サービス区分体系をもっと簡素化させる

③地域移行を行いやすくするサービスや仕組みの新設（地域生活支援促進事業に「地域移行推進」のための
仕組みを導入する等）
・地域移行した施設、病院、介護事業所、相談支援事業所を評価する仕組み
・地域移行、退院の意向調査の定期的実施と、それに基づく具体的な移行計画の義務化
・計画の達成度に応じて自治体を評価する仕組み
・地域移行コーディネーター等、地域移行の促進を担う職種の新設
・地域移行支度金（準備金）制度の新設
・アウトリーチ、個別ピアカウンセリング、自立生活プログラム、体験室利用等の支援活動を評価する仕組み
・入所施設職員の地域生活支援人材への転向を支援する仕組み
・地域移行の際、施設入所時の居住地の自治体に費用負担を一元化するか、一部負担を課す仕組み

④通勤通学、就労就学に重度訪問、行動援護、同行援護を使えるようにすること
・最低限、まずは2020年10月からの通勤・就労の支援において、地域格差が生じないようにすること
・速やかな改善が困難な場合は、地域生活支援促進事業の大学等修学支援を通勤・就労にも使えるよう拡充し、その後、通
勤通学・就労就学での利用を重度訪問介護等への組み込みを行うこと

⑤介護保険対象者の国庫負担基準を下げないこと
⑥重度訪問介護を行動援護、同行援護と同様に年齢制限をなくすこと
⑦重度訪問介護は区分に関係なく全て入院中の利用可能とすること
⑧移動支援の市町村ガイドラインにおける社会的障壁の是正を国責任で行うこと
⑨移動支援は国の個別給付に戻すこと
⑩グループホームの個別ヘルパー利用型を恒久化し、日中活動支援型の20人までの大規模特例を廃止し、10
人までの通常のグループホームを建設・運営できるように施策を充実すること

⑪実質的に独居の可能なサテライト型のグループホームの普及を後押しすること 7



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点３】

【視点3】
障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、毎年10%
弱の伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

＜課題＞

• すべての人が地域で暮らせるように、障害者権利条約でいうインクルージョン（障害によっ
てわけ隔てられないこと）や地域移行の視点にはそぐわないサービスに予算が分配されてい
るアンバランス状態の改善が求められる。
（入所系サービス、放課後等デイ ＞ 訪問系サービス、地域移行の促進）

• まず、障害福祉について先進国水準まで引き上げることを前提にして、検討していくべきで
ある。

• 福祉サービス費用を、負担ばかりが大きくなる社会保障費という考え方自体を問い直すべき
と考える。

• 介護等の福祉サービス業を成長産業にできていない。
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点３】

【視点3】
障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法施行時から3倍以上に増加し、毎年10%
弱の伸びを示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策

＜対処方策＞

①介護などの福祉サービス業の従事者が、家族を持ち複数の子育てでも不安がなく十分生計が
立てられるだけの報酬が得られる業種になるよう国策として取り組む（介護を成長産業に）

②介護ニーズの増大は経済成長を妨げるものとしてではなく、継続した雇用を生み出す成長分
野として位置づける

③介護ニーズ、外出（社会参加）ニーズを高め、そのニーズに応えられるようにすることで内
需を拡大し、経済を活性化させる。という発想の転換が必要

④施設入所支援は、地域移行策とセットで計画的に配分を見直す（移行する）
⑤障害児に限定している放課後等デイサービスは、利用者のインクルーシブ化に移行する

⑥重度訪問、行動援護、同行援護のシームレス化、エイジフリー化を実現し、重度障害者の納
税者化の後押しを行う

⑦人材確保対策を
最低賃金の上昇や処遇改善加算等により、扶養家族の労働時間数が減る問題の解決が必要。扶養のライン
を最賃や処遇改善加算の上昇率に合わせて変動させられないか？
地域生活支援拠点は、人口10万人に一箇所くらいの割合で整備するような予算を（特に面的整備の充実が
必要）

地域生活支援拠点の面的整備には、地域移行センター（仮称）に地域移行コーディネーター（仮称）が配
置できる予算が必要
地域移行コーディネーターは、相談支援専門員研修を必須とし、追加研修を課すなどを検討

入所系、放課後等デイの費用 訪問系、地域移行の費用
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令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）【視点４】

【視点4】
新型コロナウイルス感染症による影響

＜課題＞
① 介護従事者のPCR検査が不十分
② 入院中の介助（病院側が介助者を拒否）
③ 介護サービス利用者で、重症化していない感染者（PCR検査陽性者）の在宅支援
④ 強度行動障害のある知的障害者が発症しても、症状が経度のため動き回ってしま
うような場合の対応

＜対処方策＞
① 介護従事者のPCR検査を優先的に。
② 入院中の介助（病院側に介助者受け入れを）
③ 強度行動障害のある知的障害者が発症しても、症状が経度のため動き回ってしま
うような場合の対応について、慎重かつ迅速に検討を行い、情報発信を。
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（参考資料）

【初回の日本政府報告に関する質問事項（回答期限2020年9月28日）より】

自立した生活及び地域社会への包容（第１９条）

1. 以下についての情報を提供願いたい。
(a)いまだ施設にいる障害者，施設から退所した障害者と彼らの現状について，
とりわけ性別，年齢，居住地，支援提供の有無によって分類した数値。
(b) 障害者の施設からの退所についての短期及び長期戦略及びリソースの配分
（リソースを精神科病院から個人ごとの支援や地域の利用可能なサービスに
移行することによるものを含む）。
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